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不
真
正
不
作
為
犯
は
、
不
作
為
に
と
ど
ま
っ
た
者
が
、
構
成
要
件
該
当
結
果
を
回
避
す
る
べ
く
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
こ
の
者
に
課
せ
ら

れ
る
特
別
の
義
務
に
従
っ
た
行
為
を
す
る
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
成
立
す
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
法
的
保
障

人
義
務
は
、
事
案
ご
と
に
具
体
的
に
存
在
す
る
実
際
の
事
情
か
ら
、
つ
ま
り
、
保
障
人
の
地
位
か
ら
生
ず
る
。
こ
の
保
障
人
の
地
位
が
不

真
正
不
作
為
犯
の
規
範
的
客
観
的
構
成
要
件
要
素
で
あ
っ
て
、
違
法
要
素
と
か
責
任
要
素
と
か
で
は

54
）

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
不
真
正
不
作

為
犯
は
真
正
の
身
分
犯
で
あ
る
。
故
意
は
行
為
者
の
保
障
人
の
地
位
を
基
礎
付
け
る
実
際
の
事
情
を
認
識
す
る
こ
と
に
関
係

55
）

す
る
。
例
え

ば
、
父
親
が
川
で
溺
れ
て
い
る
者
が
自
分
の
子
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
と
き
、
父
親
は
自
分
と
救
助
を
要
す
る
子
と
の
間
の
家
族
関

係
と
い
う
保
障
人
の
地
位
を
基
礎
づ
け
る
事
情
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
故
意
を
排
斥
す
る
構
成
要
件
的
錯
誤
が
認
め
ら
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
保
障
人
の
地
位
か
ら
生
ず
る
保
障
人
義
務
は
、
行
為
の
事
情
で
は
な
く
、
違
法
性
、
つ
ま
り
、
一
種
の
行
為
全
体
評
価
的

要
素
で

56
）

あ
る
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
法
秩
序
と
は
異
な
っ
た
判
断
を
し
、
保
障
人
の
地
位
を
基
礎
付
け
る
事
情
を
知
り
な
が
ら
、
誤
っ
て
、

保
障
人
と
し
て
介
入
す
る
義
務
は
な
い
と
考
え
る
と
き
、
禁
止
の
錯
誤
（
正
確
に
は
、
命
令
の
錯
誤
、
つ
ま
り
、
不
作
為
が
命
令
に
違
反

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
錯
誤
）
が
認
め
ら
れ
る
。

論 説

ａ
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２
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⑴
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の
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一
般
的
な
、
誰
に
で
も
課
せ
ら
れ
る
法
的
義
務
は
保
障
人
義
務
で
は
な
い
。
不
真
正
不
作
為
犯
に
あ
っ
て
は
、
危
機
に
瀕
し
て
い
る
結

果
と
の
特
別
の
関
係
の
故
に
ま
さ
に
不
作
為
者
を
一
般
の
人
々
か
ら
際
立
た
せ
、
こ
の
不
作
為
者
に
呼
び
か
け
る
法
的
義
務
に
従
わ
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
結
果
回
避
を
し
な
か
っ
た
が
故
に
可
罰
性
を
基
礎
付
け
る
。
す
な
わ
ち
、
特
別
の
、
つ
ま
り
、
個
人
的
結
果
回

避
義
務
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
偶
然
に
、
結
果
の
発
生
を
阻
止
で
き
る
状
況
に
遭
遇
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
こ
の
危
機
に
瀕
し

た
法
益
に
向
け
ら
れ
た
結
果
阻
止
の
法
的
義
務
が
法
定
さ
れ
て
い
て
も
、
保
障
人
義
務
を
基
礎
付
け
る
の
に
十
分
で
は

57
）

な
い
。
保
障
人
義

務
を
基
礎
付
け
る
上
で
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
当
該
不
作
為
者
が
具
体
的
状
況
下
で
特
別
に
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
か
否
か
に
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
直
接
類
型
化
さ
れ
た
不
作
為
犯
か
ら
生
ず
る
作
為
義
務
（
爆
発
物
取
締
罰
則
第
七
条
、
第
八
条
）
は
保
障
人
義
務
で

は
な
い
。
法
益
侵
害
を
他
の
人
々
よ
り
も
防
止
で
き
る
一
定
の
人
々
に
向
け
ら
れ
た
法
義
務
（
軽
犯
罪
法
第
一
条
第
八
号
）
も
保
障
人
義

務
で
は
な
い
。
道
路
交
通
法
第
七
二
条
の
救
護
・
告
知
義
務
も
消
防
法
第
二
五
条
第
一
項
、
第
二
項
の
消
火
義
務
も
保
障
人
義
務
を
基
礎

付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
か
か
る
規
範
の
保
護
目
的
・
内
容
は
、
警
察
活
動
、
消
防
活
動
へ
の
協
力
義
務
な
の
で
あ
っ
て
、
被
害
者
の
保

護
は
こ
の
義
務
の
間
接
的
効
果
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で

58
）

あ
る
。

保
障
人
義
務
は
、
比
較
的
狭
い
範
囲
の
作
為
義
務
者
に
限
定
さ
れ
る
が
、
特
定
の
集
団
に
所
属
し
て
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
、
保

障
人
義
務
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
人
以
上
に
法
益
侵
害
を
防
止
す
る
任
務
を
有
す
る
集
団
に
所
属
す
る
者
、
例
え
ば
、
医

師
と
い
っ
た
職
業
に
つ
い
て
い
る
者
に
は
、
刑
法
以
外
の
法
律
に
よ
っ
て
行
為
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
規
範
の
保
護
目

的
、
内
容
か
ら
す
る
と
医
師
一
般
に
向
け
ら
れ
た
義
務
で
あ
っ
て
、
保
障
人
義
務
を
基
礎
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
保
障
人
義
務
を
基
礎

付
け
る
た
め
に
は
、
個
別
事
案
の
具
体
的
状
況
の
中
で
構
成
要
件
的
結
果
阻
止
義
務
が
特
定
の
医
師
に
あ
っ
た
か
否
か
が
検
討
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で

59
）

あ
る
。
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保
障
人
義
務
は
法
義
務
で
あ
る
か
ら
、
法
秩
序
の
中
で
基
礎
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
保
障
人
義
務
が
法
律

に
明
文
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
個
別
事
例
に
お
い
て
法
秩
序
全
体
か
ら
の
法
的
推
論
（
法
律
類
推
又
は
法

類
推
）
に
よ
っ
て
も
導
か
れ

60
）

う
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
的
・
倫
理
的
義
務
、
慣
習
、
宗
教
的
義
務
で
は
十
分
で
な
い
。
例
え
ば
、
友
達

関
係
、
仲
間
関
係
、
同
業
者
関
係
、
隣
人
関
係
、
共
同
居
住
関
係
、
団
体
に
所
属
し
て
い
る
こ
と（
例
え
ば
、
政
党
、
協
会
、
宗
教
団
体
）

は
保
障
人
義
務
を
基
礎
付
け
な
い
。
同
様
に
、
パ
ー
テ
イ
（
例
え
ば
、
薬
物
パ
ー
テ
イ
）
に
参
加
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
保
障
人
義

務
を
基
礎
付
け
る
も
の
で
は

61
）

な
い
。

保
障
人
義
務
が
法
的
推
論
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
刑
法
の
類
推
禁
止
に
触
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
刑
法
の
類
推
禁
止

は
刑
法
外
の
法
領
域
に
は
妥
当
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
保
障
人
義
務
が
刑
法
外
の
法
領
域
、
例
え
ば
、
民
法
、
商
法
な
ど
の
民
事
法
の

法
規
か
ら
導
か
れ
る
限
り
、
類
推
禁
止
抵
触
の
問
題
は
生
じ

62
）

な
い
。
問
題
は
む
し
ろ
明
確
性
原
則
と
の
間
に
生
ず
る
緊
張
関
係
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
的
推
論
に
よ
っ
て
保
障
人
義
務
を
導
く
の
は
、
作
為
義
務
の
範
囲
が
既
に
行
為
時
点
に
お
い
て
定
ま
っ
て
お
り
、
作
為

義
務
者
に
も
こ
の
範
囲
の
予
見
が
可
能
だ
っ
た
場
合
に
だ
け
許
さ

63
）

れ
る
。

保
障
人
義
務
は
行
為
者
に
特
別
に
関
わ
る
法
義
務
で
あ
る
が
、
法
律
又
は
そ
の
他
の
法
規
定
の
定
め
る
行
為
命
令
が
す
べ
て
保
障
人
義

務
を
基
礎
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
保
障
人
義
務
は
結
果
と
の
関
係
で
し
か
課
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
行
為
義
務
と
い

う
も
の
が
何
ら
か
の
法
規
定
に
違
反
し
た
と
い
う
こ
と
に
縮
減
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
保
障
人
義
務
は
、「
危
な
い
状
態
に
あ
る
法

益
に
対
し
て
あ
る
い
は
阻
止
さ
れ
る
べ
き
危
険
の
発
生
源
で
あ
る
人
、
物
に
対
し
て
義
務
を
負
う
者
の
高
め
ら
れ
た
答
責
」を
意
味

64
）

す
る
。

し
た
が
っ
て
、
他
人
の
法
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
、
作
為
と
同
様
に
負
責
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
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的
根
拠
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
危
機
に
瀕
し
て
い
る
保
護
法
益
客
体
を
保
護
す
る
特
別
の
、
つ
ま
り
、「
個
人
の
」義
務
が
課

せ
ら
れ
て
い
る
の
か
、「
一
般
的
」行
為
義
務
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
は
、
各
規
定
の
保
護
目
的
と
内
容
を
基
礎
に
、
解
釈
に
よ
っ

て
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

65
）

な
い
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
保
障
人
義
務
の
基
礎
に
あ
る
考
え
で
も

66
）

あ
る
。

こ
こ
に
保
障
人
義
務
を
基
礎
付
け
る
実
質
的
規
準
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
従
来
、
保
障
人
義
務
は
、
法
律
、
契
約
及
び
危
険
な

先
行
行
為
と
い
っ
た
法
源
に
よ
っ
て
形
式
的
に
分
類
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る（
形
式
的
法
義
務
説
）。
し
か
し
、
多
く
の
場
合
、
純
粋
に
形

式
的
法
義
務
論
で
は
、
保
障
人
義
務
の
内
容
を
基
礎
付
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
保
障
人
義
務
の
範
囲
と
限
界
が
不
明
確
で

あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
で
は
、
一
九
七
〇
年
前
後
か
ら
保
障
人
義
務
を
実
質
的
に
分
類
し
、
定
め
る
考
え
が
次
第
に
勢

い
を
得
て

67
）

き
た
。
そ
の
中
心
に
あ
る
の
が
、
保
護
義
務
の
内
容
、
す
な
わ
ち
、
特
別
の
義
務
を
基
礎
付
け
る
機
能
で

68
）

あ
る
。
こ
の
方
法
論

は
機
能
論
と
呼
ば
れ
る
（F

unk
tionenlehre.

機

69
）

能
説
）。

機
能
説
の
背
後
に
あ
る
思
想
は
、
危
険
に
瀕
し
て
い
る
法
益
の
保
護
が
特
定
の
人
の
積
極
的
行
為
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
、「
被
害
者
」

は
こ
の
人
の
能
動
的
介
入
を
当
て
に
し
て
い
る
と
い
う
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
実
質
的
観
点
か
ら
は
、
保
障
人
義
務
は
、
保
護
義
務
な

い
し
庇
護
義
務
と
監
視
義
務
、
監
督
義
務
な
い
し
保
安
義
務
の
二
群
に
分
け
ら
れ
る
。
保
護
義
務
は
あ
る
特
定
の
法
益
に
つ
い
て
の
保
護

機
能
を
有
す
る
の
に
対
し
て
、
監
視
義
務
は
あ
る
特
定
の
危
険
源
を
監
視
す
る
責
務
（
保
安
・
支
配
義
務
）
を
有

70
）

す
る
。
す
な
わ
ち
、
保

護
義
務
に
は
被
害
者
と
の
か
な
り
強
い
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
保
護
保
障
人
に
は
特
定
の
人
の
個
々
の
法
益
又
は
全
部
の
法
益
を
あ
ら
ゆ

る
方
向
（
誰
か
ら
で
あ
れ
、
何
か
ら
で
あ
れ
）
か
ら
の
危
険
に
対
し
て
包
括
的
に
保
護
す
る
義
務
が

71
）

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
監
視
保
障

人
は
い
わ
ば
行
為
者
の
側
に
立
つ
。
そ
の
法
的
義
務
は
、
こ
の
者
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
る
べ
き
危
険
源
の
影
響
範
囲
に
立
ち
入
る
者
の
誰
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に
対
し
て
も
そ
こ
か
ら
危
険
の
及
ぶ
こ
と
を
妨
げ
る
と
こ
ろ
に

72
）

あ
る
。

し
か
し
、
機
能
説
に
は
、
保
障
人
の
あ
り
う
る
機
能
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
法
的
根
拠
か
ら
保
障
人
の
地
位
が
生
ず

る
の
か
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
生
ず
る
の
で

73
）

あ
る
。
そ
こ
で
、
最
近
の
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
で
は
、

保
障
人
の
地
位
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
切
迫
し
て
い
る
結
果
に
対
し
て
「
特
別
の
」
関
係
に
立
つ
者
に
限
ら
れ
る
と
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
の
認
識
か
ら
出
立
し
て
、保
障
人
の
地
位
の
実
質
的
法
的
根
拠
を
一
元
論
的
あ
る
い
は
二
元
論
的
に
構
成
す
る
試
み
も
為
さ
れ
て
い
る
。

一
元
説
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
保
障
人
の
地
位
を
「
社
会
に
お
け
る
相
互
期
待
」
か
ら
導
く
説
、
す
な
わ
ち
、
信
頼
の
基
礎
は

作
為
に
よ
る
個
々
の
法
益
の
危
殆
化
、
侵
害
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
、
期
待
が
破
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
生

活
の
信
頼
関
係
に
重
大
な
損
害
が
生
ず
る
と
論
ず

74
）

る
説
、
作
為
に
も
不
作
為
に
も
共
通
に
妥
当
す
る「
結
果
の
基
因
支
配
」（
法
益
侵
害
の

主
要
要
件
支
配
）に
求
め
る
説
が

75
）

あ
る
。
後
説
は
、
こ
の
支
配
の
前
提
と
し
て
、「
法
益
が
無
防
備
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
保
護
関
係
」（
例

え
ば
、
親
子
関
係
）
と
「
危
険
源
の
物
的
支
配
」（
例
え
ば
、
安
全
確
保
義
務
）
を

76
）

挙
げ
、
し
か
も
、
事
実
的
支
配
の
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

を
指
摘

77
）

す
る
。
こ
の
説
を
支
持
す
る
の
が
「
統
制
支
配
（K

ontrollherrschaft

）」
説
で

78
）

あ
る
。
こ
の
説
に
よ
っ
て
も
、
不
作
為
犯
に
も

作
為
犯
の
特
徴
で
あ
る
「
行
為
支
配
（T

atherrschaft
）」
類
似
の
特
徴
、
つ
ま
り
、
統
制
支
配
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
「
保

護
支
配
」（
庇
護
支
配
）
と
「
保
安
支
配
」（
監
視
支
配
）
に
分
け
ら
れ
る
。
保
障
人
の
地
位
は
こ
の
両
支
配
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
。
二
元

説
と
し
て
は
、「
制
度
的
管
轄
に
よ
る
義
務
」（
例
え
ば
、
親
子
関
係
、
婚
姻
関
係
等
）
と
「
機
関
管
轄
に
よ
る
義
務
」（
例
え
ば
、
安
全
確

保
義
務
、
先
行
行
為
等
）
に
分
け

79
）

る
説
、
自
己
の
行
為
に
基
づ
く
「
自
律
的
」
発
生
根
拠
と
制
度
的
指
定
に
基
づ
く
「
他
律
的
」
発
生
根

拠
に
分
け
る
説
が

80
）

あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
は
機
能
説
と
親
和
性
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
区
別
す
る
た
め
に
一
般
に
機
能
二
分
説

（Z
w
eiteilungstheorie

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
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し
か
し
、「
社
会
に
お
け
る
相
互
期
待
」
に
は
抽
象
的
に
す
ぎ
る
と
の
批
判
が
加
え
ら
れ

81
）

る
し
、「
危
険
源
の
物
的
支
配
」
に
は
、
危
険

を
阻
止
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
危
険
を
阻
止
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
直
結
す
る
こ
と
に
は
成
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
し
、
そ
う
す

る
と
、
い
か
な
る
規
準
で
刑
法
上
の
作
為
義
務
が
生
ず
る
の
か
と
い
う
問
題
が
依
然
と
し
て
残
る
と
の

82
）

批
判
、
こ
れ
ら
の
説
は
様
々
な
事

案
の
包
摂
作
業
を
通
し
た
一
義
的
解
決
を
導
き
得
な
い
ほ
ど
抽
象
的
で
あ
る
と
の

83
）

批
判
が
可
能
で
あ
る
。「
統
制
支
配
」説
も
、
主
唱
者
自

身
が
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
が
最
上
位
の
指
導
原
理
に
す
ぎ
な
い

84
）

の
で
、
こ
れ
ま
た
抽
象
的
に
す
ぎ
る
と
の
批
判
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
で
あ

85
）

ろ
う
。
そ
こ
か
ら
、
そ
も
そ
も
一
元
論
や
二
元
論
的
構
成
に
は
無
理
が
あ
り
、
保
障
人
の
地
位
を
三
個
の
規
範
的
命
題
に
よ
っ
て

基
礎
付
け
る
べ
き
だ
と
の
主
張
も
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
引
き
受
け
の
思
想
（
援
助
を
約
束
し
、
要
援
助
者
に
そ
の
遵
守

を
期
待
さ
せ
る
者
は
援
助
義
務
を
有
す
る
）、
先
行
行
為
の
思
想
（
自
ら
危
険
を
創
出
し
た
者
は
そ
の
危
険
に
責
を
負
う
）、
支
配
の
思
想

（
排
他
的
支
配
領
域
を
管
理
す
る
者
は
そ
こ
か
ら
生
ず
る
危
険
を
阻
止
す
る
義
務
を
有
す
る
）
が
そ
れ
で

86
）

あ
る
。

こ
う
い
っ
た
流
れ
の
中
で
、
実
質
的
、
社
会
的
考
察
方
法
だ
け
で
保
障
人
義
務
を
基
礎
付
け
る
と
、
保
障
人
義
務
が
広
が
り
す
ぎ
る
恐

れ
が
あ
る
た
め
、
形
式
的
考
察
と
実
質
的
考
察
を
組
み
合
わ
せ
、
形
式
的
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
保
障
人
義
務
を
機
能
と
規
範
の
保
護
目
的

に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
精
緻
化
す
る
説
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
個
々
の
保
障
人
義
務
の
発
生
根
拠
と
し
て
の
形

式
的
法
義
務
（
法
源
）
が
あ
ら
ゆ
る
保
障
人
義
務
の
基
礎
で
あ
る
。
次
に
、
実
質
的
考
察
、
つ
ま
り
、
機
能
論
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
法

義
務
の
保
護
の
方
向
、
範
囲
を
精
緻
化
を
図
る
ば
か
り
か
、
法
的
義
務
を
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
規
範
の
各
保
護
目
的
が
本
来
目
的
と
す

る
程
度
に
ま
で
後
戻
り
さ
せ
る
た
め
の
適
切
な
手
段
が
提
供
さ
れ
る
の
で
あ
る（
目
的
論
的
縮
減
）。
例
え
ば
、
水
泳
場
の
監
視
人
は
、
水

泳
客
に
対
す
る
関
係
で
保
障
人
義
務
を
有
す
る
が
、
し
か
し
、
水
泳
客
が
他
の
水
泳
客
に
よ
っ
て
危
害
を
加
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
措
置
を

と
る
こ
と
ま
で
の
義
務
を
有
す
る
も
の
で
は

87
）

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
質
的
考
察
か
ら
す
る
と
、
人
的
関
係
が
濃
密
で
あ
る
と
か
、
法

北研44(3-4・ )51 447

不作為犯の体系と構造 ㈢



律
で
承
認
さ
れ
た
保
護
義
務
と
酷
似
し
て
い
る
と
か
、
は
た
ま
た
保
護
目
的
に
比
肩
で
き
る
出
発
点
が
あ
る
と
は
云
え
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
理
由
だ
け
で
は
、
法
の
基
礎
の
な
い
保
障
人
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

88
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
が
基
本
的
に
は
妥
当
と
い
え
よ
う
。
保
障
人
義
務
を
そ
の
機
能
面
か
ら
見
る
と
、
保
護
義
務
と
保
安
義
務
に
分
け
ら

れ
、
保
障
人
義
務
を
発
生
根
拠
か
ら
見
る
と
、
法
令
、
任
意
の
義
務
引
き
受
け（
契
約
）、
危
険
を
基
礎
付
け
る
先
行
行
為
、
及
び
、
危
険

源
支
配
に
分
け
る
こ
と
が
で

89
）

き
る
。
以
下
で
は
、
保
障
人
義
務
の
発
生
根
拠
に
よ
る
分
類
を
行
い
、
次
い
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
保

障
人
義
務
の
保
護
機
能
と
監
視
機
能
、
及
び
、
規
範
の
保
護
目
的
と
い
う
実
質
的
観
点
か
ら
、
そ
の
明
確
性
と
限
定
性
を
図
る
こ
と
と
す

る
。⑵

保
障
人
の
地
位

ａ

法
令

保
障
人
の
地
位
の
発
生
根
拠
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
法
令
に
は
法
律
及
び
行
政
命
令
が

90
）

あ
る
。

法
秩
序
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
見
ら
れ
る
特
定
の
範
囲
の
行
為
義
務
者
に
特
に
向
け
ら
れ
て
い
る
法
規
定
か
ら
、保
護
保
障
人
の
義
務（
特

に
、
家
族
法
に
お
い
て
）
と
監
視
保
障
人
の
義
務
（
特
に
、
危
険
な
領
域
や
活
動
と
関
連
し
た
民
事
法
、
公
法
の
保
安
義
務
）
が
生

91
）

ず
る
。

私
法
の
分
野
で
は
親
族
法
に
保
障
人
の
地
位
を
発
生
さ
せ
る
諸
規
定
が
見
ら
れ
る
。
民
法
第
七
五
二
条
は
夫
婦
の
相
互
扶
助
義
務
を
定

め
る
。
こ
の
扶
助
義
務
に
は
人
的
配
慮
（
生
命
・
身
体
救
助
）
が
含
ま
れ
る
。
基
本
的
に
、
配
偶
者
は
そ
れ
ぞ
れ
権
利
行
使
の
主
体
と
し
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て
危
険
な
行
為
も
す
る
こ
と
が
で
き
、
意
識
的
に
自
ら
を
危
険
な
状
態
に
お
く
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
相
手
方
配
偶
者
に
は
こ

れ
を
阻
止
す
る
に
及
ば
な
い
。
例
え
ば
、
夫
が
心
臓
に
異
常
を
感
じ
な
が
ら
も
無
視
し
続
け
医
師
の
診
察
を
受
け
ず
、
そ
の
結
果
、
心
筋

梗
塞
で
死
亡
し
た
と
き
、
適
宜
に
治
療
を
受
け
て
い
れ
ば
死
の
結
果
は
避
け
ら
れ
た
と
い
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
妻
に
は
夫
を
病

院
に
連
れ
て
行
く
義
務
は

92
）

無
い
。
自
殺
の
場
合
、
相
手
方
配
偶
者
の
不
作
為
に
よ
る
自
殺
幇
助
罪
の
成
否
が
問
題
と
な
る
。
自
殺
に
い
た

る
個
人
的
、
家
庭
的
事
情
は
複
雑
で
あ
り
、
適
切
な
自
殺
防
止
措
置
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
か
疑
わ
し
い
こ
と
も
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
場

合
に
は
、
不
作
為
の
作
為
と
の
等
価
値
性
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
客
観
的
帰
属
が
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
生
命
を
脅
か
す
切

迫
し
た
状
況
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
有
効
な
対
応
措
置
が
可
能
な
場
合
と
か
、
自
殺
行
為
が
行
わ
れ
た
が
ま
だ
死
の
結
果
が
発
生
し
て

い
な
い
と
き
に
は
、
相
手
方
配
偶
者
に
保
障
人
義
務
が
生

93
）

ず
る
。
相
互
扶
助
義
務
は
財
産
的
損
害
の
回
避
も

94
）

含
む
。
し
か
し
、
こ
の
扶
助

義
務
に
は
配
偶
者
の
犯
罪
行
為
を
妨
げ
る
義
務
を
含
ま
れ
な
い
。
相
互
扶
助
義
務
は
、
相
互
監
視
義
務
で
は
な
く
、
配
偶
者
相
互
の
た
め

の
も
の
で
あ
り
、
配
偶
者
が
危
害
を
及
ぼ
す
か
も
し
れ
な
い
第
三
者
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で

95
）

あ
る
。

夫
婦
の
相
互
扶
助
義
務
か
ら
生
ず
る
生
命
・
身
体
救
助
義
務
は
、
一
方
配
偶
者
又
は
双
方
配
偶
者
の
不
貞
行
為
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
こ

と
は
な
い
し
、
配
偶
者
の
一
方
か
ら
一
方
的
に
破
棄
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
双
方
の
話
し
合
い
に
よ
る
扶
養
義
務
の
放
棄
も
無
効
で

96
）

あ
る
。
不
倫
行
為
や
別
居
生
活
中
で
あ
る
こ
と
は
配
偶
者
の
法
的
義
務
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
離
婚
協
議
中
と
か
決

定
的
な
別
居
生
活
は
配
偶
者
の
法
義
務
を
縮
減
し
う

97
）

る
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
場
合
に
よ
っ
て
は
消
滅
し

98
）

う
る
。
こ
の
意
味
で
、
夫
婦
の
保

障
人
義
務
の
基
礎
付
け
と
存
続
に
と
り
、
婚
姻
の
形
式
的
、
法
的
関
係
ば
か
り
で
な
く
、
夫
婦
の
実
質
的
生
活
形
態
も
重
要
で
あ
る
。
離

婚
が
法
的
に
確
定
す
る
と
、
相
互
扶
養
義
務
は
消
滅
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
日
、
事
故
に
あ
っ
て
い
る
元
配
偶
者
に
偶
然
遭
遇
し
た
他

方
の
元
配
偶
者
に
は
保
障
人
義
務
は
存
在
し

99
）

な
い
。
離
婚
夫
婦
が
引
き
続
き
婚
姻
類
似
の
生
活
を
送
る
場
合
も
、
相
互
扶
養
義
務
は
存
在
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し
な
い
。
こ
こ
に
は
、
予
期
せ
ぬ
法
律
の
欠
缺
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
法
推
論
に
よ
っ
て
保
障
人
の
地
位
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
ら
で

）

あ
る
。

民
法
第
八
二
〇
条
は
親
権
者
が
そ
の
子
を
監
護
及
び
教
育
す
る
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
こ
と
を
定
め
る
。
こ
こ
か
ら
、
両
親
の
そ

の
子
に
対
す
る
包
括
的
な
人
的
配
慮
義
務
と
未
成
年
の
子
に
対
す
る
人
的
監
督
義
務
が
生
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
親
は
そ
の
未
成
年
の

子
の
犯
罪
行
為
を
阻
止
す
る
義
務
も

101
）

負
う
。

両
親
の
人
的
配
慮
義
務
は
そ
の
子
の
生
命
、
身
体
及
び
自
由
の
保
護
を
含
む
。
そ
れ
故
、
両
親
に
は
、
自
分
の
子
に
対
す
る
第
三
者
に

よ
る
猥
褻
行
為
に
介
入
す
る
義
務
が

102
）

あ
る
。
親
の
片
方
が
そ
の
子
に
犯
罪
行
為
を
働
く
と
き
、
例
え
ば
、
父
が
そ
の
娘
に
猥
褻
行
為
を
行

う
と
き
、
他
方
の
親
は
そ
れ
を
阻
止
す
る
義
務
を
有

103
）

す
る
。
民
法
第
八
二
四
条
は
親
権
者
の
子
の
財
産
管
理
義
務
を
定
め
て
い
る
。
両
親

は
財
産
的
損
害
の
発
生
を
阻
止
す
る
義
務
を

104
）

負
う
。
子
が
成
人
に
な
る
と
、
そ
の
自
己
答
責
が
前
面
に
出
て
く
る
の
で
、
人
的
配
慮
に
関

わ
る
保
障
人
義
務
も
財
産
的
配
慮
に
関
わ
る
保
障
人
義
務
も
、
生
命
に
関
わ
る
危
険
防
御
に
縮
減
さ
れ
る（
民
法
第
七
三

105
）

〇
条
）。
こ
れ
は

子
が
な
お
親
元
で
一
緒
に
生
活
し
て
い
る
か
否
か
と
は
関
係
が

106
）

な
い
。

未
成
年
の
子
、
特
に
、
幼
児
の
危
険
な
行
為
に
親
が
介
入
す
る
義
務
の
限
界
が
問
題
と
な
る
。「
過
保
護
児
」
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

勇
気
、
自
由
、
独
立
心
等
を
涵
養
す
る
こ
と
が
擁
護
で
き
る
教
育
理
念
だ
と
す
る
と
、
例
え
ば
、
幼
児
が
平
衡
感
覚
を
試
す
た
め
に
塀
の

上
を
歩
く
こ
と
が
、
そ
こ
か
ら
地
面
に
落
下
す
れ
ば
、
裂
傷
を
負
う
危
険
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
親
に
は
そ
れ
を
止
め
る
刑
法
上
の

義
務
は
な
い
と
い
え

107
）

よ
う
。
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民
法
第
七
三
〇
条
は
直
系
血
族
及
び
同
居
の
親
族
の
相
互
扶
け
合
い
義
務
を
、
民
法
第
八
七
七
条
は
直
系
血
族
及
び
兄
弟
姉
妹
の
相
互

扶
養
義
務
を
定
め
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
人
的
配
慮
、
財
産
的
配
慮
に
関
し
て
、
子
の
そ
の
両
親
に
対
す
る
保
障
人
の
地
位
や
両
親
の
そ

の
成
人
の
子
に
対
す
る
保
障
人
の
地
位
及
び
兄
弟
姉
妹
間
の
保
障
人
の
地
位
が
生

108
）

ず
る
。
先
ず
、
子
と
親
の
関
係
で
は
、
独
立
し
た
生
活

を
送
っ
て
い
る
子
が
や
は
り
独
立
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
そ
の
親
を
保
護
す
る
と
い
う
関
係
は
、
病
気
の
親
の
面
倒
を
見
て
い
る
と
い

う
よ
う
な
場
合
を
除
い
て
は
、
通
常
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
親
の
生
命
、
身
体
に
危
急
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
子
に
は
保

障
人
義
務
が
生
ず
る
。
子
と
親
の
間
に
は
基
本
的
結
合
関
係
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
子
と
親
が
共
同
生
活
を
送
っ
て

い
る
か
否
か
は
重
要
で

109
）

な
い
。
次
に
、
祖
父
母
は
、
そ
の
孫
と
の
関
係
で
は
、
祖
父
母
が
現
実
に
そ
の
孫
の
面
倒
を
見
て
い
る
場
合
に
の

み
、
保
障
人
の
義
務
が
生
ず
る
。
第
一
次
的
に
は
、
両
親
が
そ
の
子
に
対
す
る
人
的
配
慮
義
務
と
人
的
監
督
義
務
を
有
し
て
い
る
か
ら
で

110
）

あ
る
。
最
後
に
、
兄
弟
姉
妹
の
関
係
で
は
、
共
同
生
活
を
送
っ
て
い
る
場
合
に
限
定
さ

111
）

れ
る
。

民
法
第
八
三
八
条
第
一
号
は
、
未
成
年
者
に
対
し
て
親
権
を
行
う
も
の
が
い
な
い
と
き
、
又
は
親
権
を
行
う
者
が
管
理
権
を
有
し
な
い

と
き
、
後
見
が
開
始
す
る
こ
と
を
定
め
る
。
未
成
年
後
見
人
は
、
民
法
第
八
二
〇
条
等
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
親
権
者
と
同
一
の

権
利
義
務
を
有
す
る（
民
法
第
八
五
七
条
）。
民
法
第
七
条
、
同
第
八
三
八
条
第
二
号
は
、
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
事
理
を
弁
識
す
る
能
力

を
欠
く
常
況
に
あ
る
者
に
つ
い
て
、
民
法
第
八
三
八
条
第
二
号
は
、
後
見
開
始
の
審
判
が
あ
っ
た
と
き
、
後
見
が
開
始
す
る
こ
と
を
定
め

る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
障
人
義
務
が
生
ず
る
。

子
が
嫡
出
子
で
あ
る
か
婚
外
子
で
あ
る
か
、
は
た
ま
た
養
子
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
差
異
が
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
（
民
法
第
八
一
八
条

第
一
項
、
同
第
七
三

112
）

〇
条
）。
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公
法
の
分
野
で
は
、「
警
察
官
職
務
執
行
法
」第
五
条
が
警
察
官
の
犯
罪
予
防
及
び
制
止
義
務
を
定
め
て
い
る
。
警
察
官
に
は
、
保
護
保

障
人
と
し
て
、
第
三
者
の
犯
罪
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
市
民
を
保
護
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
窃
盗
行
為
を
現
認
し
て
い
る

警
察
官
に
は
犯
罪
阻
止
義
務
が
生
じ
、
こ
れ
を
傍
観
し
て
い
た
場
合
に
は
不
作
為
に
よ
る
窃
盗
幇
助
罪
が
成
立
す
る
。
本
条
の
背
景
に
は

次
の
思
想
が
あ
る
。市
民
は
自
己
に
認
め
ら
れ
て
い
る
緊
急
行
為
権
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
護
で
き
な
い
こ
と
が
多
く（
自
己
の
保
護
喪
失
）、

そ
れ
故
、
警
察
に
よ
る
保
護
を
信
頼
し
て
い
る
（
警
察
に
よ
る
保
護
の
期
待
）。
市
民
を
保
護
す
る
第
一
次
的
責
務
は
国
に
あ
る
（
自
由
保

護
保
障
人
と
し
て
の
国
）。
国
は
市
民
の
自
由
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
正
統
化
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
自
由
保
護
任
務
を

国
は
警
察
官
に
職
務
義
務
の
形
態
で
委
ね
て
い
る
。
そ
れ
故
、
市
民
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
法
益
を
保
護
す
る（
例
え
ば
、
生
命
の
保
護
）

こ
と
は
警
察
官
の
公
法
上
の
「
本
来
的
任
務
」
の
一
つ
で

113
）

あ
る
。

但
し
、
警
察
官
の
職
業
関
係
性
と
い
う
点
か
ら
、
こ
の
犯
罪
阻
止
義
務
に
は
限
定
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
警
察
官
に
場
所
的
、

事
物
的
管
轄
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
警
察
官
は
勤
務
中
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
警
察
官
が
勤
務
時
間
外
に
聞

知
し
た
犯
罪
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
阻
止
す
る
義
務
は
生
じ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
当
該
犯
罪
が
、
重
い
犯
罪
で
あ
っ
て
、
当
該
警
察
官
が
勤

務
に
就
け
ば
直
ち
に
阻
止
で
き
る
場
合
に
は
犯
罪
阻
止
義
務
が
生
ず
る
。
警
察
官
は
、
勤
務
時
間
外
に
は
即
座
の
介
入
義
務
を
負
わ
な
い

が
、
し
か
し
、
重
大
な
法
益
侵
害
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
の
情
報
を
あ
っ
さ
り
と
「
忘
却
」
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で

114
）

あ
る
。

さ
ら
に
、
公
的
安
全
に
撹
乱
が
発
生
し
て
い
る
と
き
、
警
察
官
が
こ
れ
に
今
介
入
す
る
べ
き
か
後
に
介
入
す
る
べ
き
か
、
ど
の
よ
う
に

介
入
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
公
法
上
、
警
察
官
に
裁
量
の
余
地
が
あ
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
裁
量
の
余
地
が
縮
減
し
て
ま
っ
た

く
無
く
な
っ
た
と
き
に
、
直
接
的
介
入
を
要
す
る
結
果
阻
止
義
務
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
警
察
官
が
具
体
的
法
益
侵
害
を
現
認
し
た
時
点
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で
、
重
大
な
損
害
を
阻
止
す
る
た
め
に
即
時
の
介
入
が
必
要
な
と
き
、
裁
量
の
余
地
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
軽
微
犯
罪
の

場
合
に
は
介
入
す
る
か
否
か
は
警
察
官
の
裁
量
に
委
ね
ら

115
）

れ
る
。
軽
微
犯
罪
は
、「
国
の
創
設
の
契
機
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、

軽
微
犯
罪
の
予
防
は
国
か
ら
そ
れ
自
体
と
し
て
制
度
的
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で

116
）

あ
る
」。

警
察
官
と
同
様
に
、
消
防
吏
員
に
も
、「
消
防
法
」等
の
関
連
法
令
に
よ
り
火
災
等
か
ら
そ
の
管
轄
内
に
お
い
て
市
民
を
保
護
す
る
義
務

が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
般
的
義
務
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
保
障
人
義
務
を
基
礎
付
け
る
。
燃
焼
し
て
い
る
建
築
物
を
消

火
せ
ず
、
放
置
す
る
消
防
吏
員
は
不
作
為
に
よ
る
放
火
の
刑
事
責
任
を
問
わ

117
）

れ
る
。

「
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
」
第
六
二
条
は
飲
食
物
の
強
制
給
養
を
定
め
て
い
る
。
飲
食
物
の
摂
取
は
、

被
拘
禁
者
自
身
に
よ
っ
て
し
か
行
わ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
し
な
い
被
拘
禁
者
は
不
作
為
に
よ
る
自
殺
を
図
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
同
法
第
六
二
条
に
基
づ
き
、
刑
事
施
設
の
長
な
い
し
刑
事
施
設
医
師
の
保
障
人
義
務
が
基
礎
付
け
ら
れ
、
自
殺
幇
助
罪
が
成
立
す

る
。
自
殺
幇
助
罪
の
成
立
に
は
、
被
拘
禁
者
が
、
な
お
任
意
に
行
動
で
き
た
時
点
に
餓
死
の
決
断
を
し
た
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

そ
の
後
、
身
体
的
衰
弱
の
た
め
自
分
の
運
命
に
関
し
て
も
は
や
任
意
の
決
断
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、
強
制
給
養
の
不
作
為
が
事
後
的

に
「
行
為
支
配
の
転
換
」
を
理
由
に
殺
人
罪
に
な
る
わ
け
で
は

118
）

な
い
。

ｂ

任
意
の
義
務
引
き
受
け
（
契
約
）

最
近
で
は
、

119
）

契
約
と
い
う
言
葉
に
代
え
て
任
意
の
義
務
引
き
受
け
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
事
務

120
）

管
理
か
ら
も
保

障
人
義
務
が
生
ず
る
こ
と
と
並
ん
で
、
保
障
人
の
地
位
が
民
事
上
の
有
効
な
契
約
に
依
存
し
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
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あ
る
。

危
険
に
瀕
し
て
い
る
者
に
対
す
る
保
護
機
能
も
特
定
の
危
険
源
に
対
す
る
監
視
機
能
も
任
意
に
（
契
約
で
）
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
普
通
、
危
険
に
瀕
し
て
い
る
人
は
、
保
護
を
命
令
さ
れ
て
い
る
者
に
出
動
す
る
用
意
の
あ
る
こ
と
を
信
頼

し
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
晒
し
た
で
あ
ろ
う
よ
り
も
大
き
な
危
険
に
晒
す
か
、
他
の
保
護
措
置
を
放
棄
す
る
も
の
で
あ
る
（
例
え
ば
、
水

泳
教
師
の
救
助
用
意
を
期
待
し
て
深
み
へ
行
く
水
泳
生
徒
、
登
山
指
導
員
の
援
助
を
期
待
し
て
急
峻
な
岩
登
り
の
多
い
登
山
に
参
加
す
る

観
光

121
）

客
等
）。

被
害
者
は
、
保
障
人
の
手
助
け
し
て
く
れ
る
と
の
約
束
が
無
く
と
も
、
や
は
り
同
じ
危
険
に
晒
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
え
る
か
否
か
は
重

要
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
身
体
障
害
者
の
道
路
横
断
に
付
き
添
う
者
は
保
障
人
義
務
を
負
う
。
身
体
障
害
者
が
必
要
と
あ
ら
ば
単
独
で
も

道
路
を
横
断
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
情
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
身
体
障
害
者
が
付
添
い
人
の
保
護
の
下
に
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
手
助

け
を
信
頼
し
て
道
路
を
横
断
す
る
と
い
う
事
実
は
変
わ
ら
な
い
か
ら
で

122
）

あ
る
。
し
か
し
、
被
害
者
が
保
障
人
を
信
頼
し
て
危
険
を
増
加
す

る
行
為
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
任
意
の
義
務
引
き
受
け
の
一
般
的
基
準
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
被
害
者
が
、
第
三
者
の
救
助
の
用
意
を

知
ら
ず
に
自
ら
を
危
険
に
晒
す
と
き
、
例
え
ば
、
水
泳
（
高
波
）
監
視
員
の
存
在
を
知
ら
ず
に
危
険
な
海
に
行
く
と
き
、
し
た
が
っ
て
、

被
害
者
に
救
助
へ
の
信
頼
が
な
い
と
き
、水
泳（
高
波
）監
視
員
の
保
障
人
義
務
の
存
在
を
否
定
す
る
理
由
を
見
出
し
が
た
い
か
ら
で

123
）

あ
る
。

保
障
人
義
務
の
引
き
受
け
を
一
方
的
に
破
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
保
障
人
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
法
益
の
救
助
活
動
を
し
な
い
こ

と
に
つ
き
、
法
益
主
体
が
法
的
に
有
効
な
（
場
合
に
よ
っ
て
は
推
断
的
）
放
棄
を
し
て
い
る
場
合
、
保
障
人
義
務
は
消
滅

124
）

す
る
。
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任
意
の
義
務
引
き
受
け
を
根
拠
と
す
る
保
障
人
は
、
特
に
、（
法
的
に
有
効
な
）
契
約
に
基
づ
き
保
護
義
務
又
は
監
視
義
務
を
任
意
に
、

且
つ
、
実
際
に
も
引
き
受
け
た
者
に
限
ら
れ
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
契
約
を
締
結
し
た
だ
け
で
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
事
実
上

も
引
き
受
け
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
合
意
に
基
づ
き
引
き
受
け
た
義
務
を
実
際
に
履
行
す
る
こ
と
が
決
定
的
基
準
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る

（
事
実
上
の
義
務
引
き

125
）

受
け
）。
そ
う
す
る
と
、
契
約
に
違
反
し
て
勤
務
に
就
か
ず
、
飲
み
屋
に
行
き
、
そ
こ
か
ら
の
帰
宅
の
途
中
、
契
約

上
警
備
さ
れ
る
べ
き
対
象
が
燃
え
て
い
る
の
に
気
づ
く
夜
警
に
も
保
障
人
の
地
位
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に

126
）

な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
問

題
が
あ
る
。
一
旦
、
警
備
の
任
務
に
就
い
た
が
、
そ
の
履
行
が
不
完
全
な
場
合
に
は
、
保
障
人
の
地
位
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
っ
た

く
任
務
に
就
か
な
か
っ
た
者
が
有
利
な
扱
い
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
義
務
を
引
き
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
保
障
人

の
地
位
を
基
礎
付
け
る
も
の
で
は
な
く
、
現
実
に
は
ま
だ
義
務
を
引
き
受
け
て
い
な
い
者
も
保
障
人
義
務
を
負
う
べ
き
で
あ
る
。
実
際
に

引
き
受
け
て
い
る
義
務
を
実
際
に
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
障
人
の
地
位
が
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
支
持

す
る
。
例
え
ば
、
子
守
を
実
際
に
引
き
受
け
て
い
る
者
が
、
勝
手
に
そ
の
場
を
去
っ
て
も
、
保
障
人
義
務
を
免
れ
る
わ
け
で
は

127
）

な
い
。
通

説
に
よ
れ
ば
、
約
束
に
違
反
し
て
登
山
口
に
現
れ
な
か
っ
た
登
山
案
内
人
は
、
こ
の
者
が
い
な
く
と
も
登
山
を
開
始
し
、
事
故
に
あ
う
登

山
客
に
対
し
て
保
障
人
の
地
位
を
有
し
な
い
し
、
又
、
定
刻
に
現
れ
な
か
っ
た
乗
馬
教
師
も
、
こ
の
者
が
い
な
く
と
も
勝
手
に
乗
馬
し
、

落
馬
し
た
生
徒
に
対
し
て
保
障
人
の
地
位
を
有
し

128
）

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
、
登
山
案
内
人
も
乗
馬
教
師
も
保
障
人
で
あ
る
こ
と
に

変
わ
り
な
い
。
但
し
、
登
山
客
や
乗
馬
生
徒
の
任
意
の
自
己
危
殆
化
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
危
険
連
関
の
欠
如
の
た
め
に
後
に
発
生
し

た
結
果
を
保
障
人
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
登
山
案
内
人
が
山
中
で
登
山
客
と
落
ち
合
う
約
束
を

し
て
い
た
が
、
天
候
悪
変
の
た
め
に
現
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
結
果
の
帰
属
は
可
能
で

129
）

あ
る
。

保
障
人
義
務
は
常
に
法
的
義
務
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
契
約
が
取
り
消
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
と
き
、
そ
れ
は
合
意
に
よ
り
又
は
裁
判
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に
よ
り
取
り
消
さ
れ
る
ま
で
拘
束
力
を
有
す
る
。
契
約
の
無
効
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
場
合
で
す
ら
、
保
障
人
義
務
が
解
除
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
水
泳
場
の
監
視
人
の
雇
用
契
約
が
無
効
で
あ
る
と
き
で
も
、
こ
の
者
に
保
障
人
の
地
位
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、「
実
際
に
」義

務
を
引
き
受
け
た
か
ら
で
は
な
く
、「
事
実
上
の
労
働
契
約
」が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
有
効
な
入
場
券
な
し
に
水
泳
場
に
入
場
す
る
者

に
対
し
て
も
、
水
泳
監
視
人
は
保
障
人
義
務
を
負
う
が
、
そ
れ
は
監
視
領
域
に
い
る
す
べ
て
の
水
泳
客
を
保
護
す
る
こ
と
が
雇
用
契
約
上

の
義
務
だ
か
ら
で

130
）

あ
る
。
義
務
の
引
き
受
け
が
明
示
か
推
断
的
か
、
有
償
か
無
償
か
、
一
時
的
か
永
続
的
か
に
よ
っ
て
差
異
が
生
ず
る
も

の
で
は

131
）

な
い
。

保
障
人
義
務
の
範
囲
は
、
引
き
受
け
ら
れ
た
保
護
任
務
な
い
し
監
視
任
務
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
水
泳
監
視
人
の
任
務
領
域
は
水
泳
客
に

対
す
る
窃
盗
な
ど
の
犯
罪
行
為
を
防
止
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
保
障
人
の
地
位
は
付
随
的
義
務
か
ら
も
生
じ
う
る
。
輸
送
契

約
の
付
随
的
義
務
は
乗
客
の
身
体
的
健
康
を
保
障
す
る
と
こ
ろ
に

132
）

あ
る
。
些
細
な
義
務
を
引
き
受
け
（
例
え
ば
、
夏
季
休
暇
中
に
花
に
水

を
や
る
義
務
の
引
き
受
け
）、
そ
れ
を
履
行
し
な
い
こ
と
は
民
事
上
の
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
が
、
保
障
人
の
地
位
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は

133
）

な
い
。

契
約
上
引
き
受
け
た
保
障
人
義
務
を
一
方
的
に
破
棄
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

134
）

な
い
。
合
意
に
よ
る
解
約
の
場
合
、
保
護
を
必
要
と
す
る
者

が
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
時
点
で
初
め
て
保
護
義
務
は
消
滅

135
）

す
る
。

契
約
に
よ
っ
て
、
保
障
人
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
時
間
的
、
物
的
な
限
定
つ
き
で
、
自
分
の
保
護
義
務
、
監
視
義
務
か
ら
免
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
う
い
っ
た
保
障
人
義
務
の
委
譲
の
適
用
例
と
し
て
、
例
え
ば
、
保
護
領
域
で
は
、
親
が
第
三
者
に
子
守
を
頼
む
場
合
、
監
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視
領
域
で
は
、
道
路
・
建
築
物
・
橋
な
ど
の
危
険
源
の
維
持
・
管
理
義
務
の
あ
る
者
が
そ
れ
を
第
三
者
に
委
ね
る
場
合
が
あ
る
。
選
任
責

任
が
問
わ
れ
る
な
い
限
り
、
保
障
人
義
務
委
譲
者
は
委
ね
ら
れ
た
者
が
そ
の
責
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
信
頼
し
て

136
）

よ
い
。

任
意
の
義
務
引
き
受
け
の
典
型
的
事
例
が
医
療
行
為
で
あ
る
。
一
般
に
は
、
個
別
の
治
療
契
約
の
締
結
を
も
っ
て
医
師
の
保
障
人
義
務

が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
引
き
受
け
前
の
一
般
的
診
療
義
務
（
医
師
法
第
一
九
条
）
か
ら
は
保
障
人
義
務
を
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
救
急
医
療
業
務
を
引
き
受
け
た
医
師
の
場
合
、
そ
れ
を
引
き
受
け
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
治
療
を
求
め
る
す
べ
て
の

急
患
の
応
急
処
置
に
当
た
る
と
い
う
推
断
的
意
思
表
示
が
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
救
急
治
療
医
師
は
い
か
な
る
急
患
と
の
関
係
で
も

信
頼
も
基
礎
付
け
て
い
る
と
い

137
）

え
る
。
患
者
が
既
に
他
の
医
師
の
治
療
を
受
け
て
い
る
か
否
か
は
重
要
で

138
）

な
い
。

任
意
の
義
務
引
き
受
け
の
特
殊
事
例
に
「
危
険
共
同
体
」
の
結
成
が
あ
る
。
危
険
共
同
体
は
、「
複
数
の
者
が
、
そ
の
結
成
に
よ
っ
て
危

険
な
企
て
を
克
服
す
る
見
込
み
を
高
め
る
」
と
き
、
つ
ま
り
、
個
々
人
で
は
危
険
に
対
処
で
き
な
い
が
、
相
互
支
援
を
信
頼
す
る
こ
と
で

危
険
に
対
処
で
き
る
場
合
に
存
在

139
）

す
る
。
例
え
ば
、
岩
壁
登
山
隊
、
洞
窟
探
検
隊
、
深
海
探
検
隊
、
砂
漠
探
検
隊
等
が
そ
の
例
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
隊
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
者
が
生
じ
う
る
危
険
に
対
処
し
う
る
能
力
を
有
し
て
い
る
必
要
は
無
く
、
一
部
の
者
に
そ
の
対
処

能
力
が
無
く
て
も
、
な
お
他
の
者
の
救
助
を
信
頼
し
且
つ
当
て
に
し
て
も
良
い
と
き
は
、
他
の
者
は
保
障
人
の
地
位
に

140
）

あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
複
数
の
者
が
偶
然
に
同
一
の
危
険
に
遭
遇
し
た
場
合
、
例
え
ば
、
飛
行
機
墜
落
、
地
下
鉄
に
お
け
る
爆
轟
、
鋼
索
鉄
道
事
故
、
多

重
衝
突
、
洪
水
、
大
火
災
等
に
お
け
る
「
偶
然
（
不
運
）
共
同
体
」
で
は
十
分
で
は

141
）

な
い
。

詐
欺
罪
に
お
い
て
も
、
不
作
為
に
よ
る
欺

が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
法
的
告
知
義
務
で
あ
る
作
為
義
務
が
前
提
と
な
る
。
そ
れ

北研44(3-4・ )61 457

不作為犯の体系と構造 ㈢



は
契
約
上
の
義
務
か
ら
生
ず
る
。
契
約
上
の
明
記
が
な
い
場
合
で
も
、
当
事
者
間
に
特
別
の
信
頼
関
係
が
あ
れ
ば
（
例
え
ば
、
弁
護
士
と

そ
の
依
頼
人
の
関
係
、
有
価
証
券
取
引
に
お
け
る
金
融
機
関
と
そ
の
得
意
先
の
関
係
）、
法
的
告
知
義
務
が
生
ず
る
。
予
約
の
段
階
で
も
同

じ
こ
と
が
妥
当
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
当
事
者
間
に
特
別
の
信
頼
関
係
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
売
買
契
約
上
の
信
義
誠
実
を
根
拠

と
し
て
作
為
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
信
義
誠
実
」は
外
延
の
不
明
確
な
概
念
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
処
罰
の
根
拠
付
け
に
用

い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
法
的
安
定
性
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な

142
）

ろ
う
。
つ
り
銭
「
詐
欺
」
の
一
類
型
、
す
な
わ
ち
、
つ
り
銭
を
支
払
お
う
と

す
る
も
の
が
過
分
の
つ
り
銭
を
渡
そ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
受
け
取
っ
て
立
ち
去
る
よ
う
な
場
合
、
上
記
の
作
為
義

務
を
発
生
さ
せ
る
前
提
要
件
に
欠
け
、
詐
欺
罪
は
成
立
せ
ず
、
占
有
離
脱
物
横
領
罪
の
成
立
す
る
余
地
が
残
る
に
過
ぎ
な
い
。
つ
り
銭「
詐

欺
」
の
い
ま
ひ
と
つ
の
類
型
、
す
な
わ
ち
、
過
分
の
つ
り
銭
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
後
に
気
づ
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
返
還
し
な
い

と
き
は
、
占
有
離
脱
物
横
領
罪
が
成
立

143
）

す
る
。

法
令
に
基
づ
く
保
障
人
の
地
位
と
契
約
に
基
づ
く
保
障
人
の
地
位
の
区
別
は
流
動
的
で
あ
る
。
契
約
と
い
え
ど
も
、
保
障
人
義
務
の
内

容
と
限
界
を
定
め
る
た
め
に
、
法
律
の
規
定
か
ら
補
充
、
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
で

144
）

あ
る
。
契
約
当
事
者
に
、
保
護

義
務
、
監
視
義
務
の
内
容
と
範
囲
を
自
ら
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
契
約
に
基
づ
く
保
障
人
の
地
位
が
生
ず
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

義
務
の
内
容
及
び
範
囲
が
お
お
よ
そ
法
令
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
か
か
る
法
令
が
合
意
の
意
思
表
示
が
あ
っ
て
初
め
て
適
用
さ
れ
る

場
合
で
も
、
法
令
に
基
づ
く
保
障
人
義
務
が
生

145
）

ず
る
。

注（
54
）

N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
(F
n
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2 R
n 29.;

S
tein
in
g
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2),

2 R
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H
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,
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1),

2 R
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内
田
（
注
35
）
三
一
九
頁
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リ
ッ
ト
ラ
ー
に
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見
ら
れ
る
よ
う
に
、
従
前
、
保
障
人
の
地
位
は
、
違
法
要
素
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
根
拠
は
、
作
為
に
お
い
て
の
み
構
成
要
件
該
当
性
が
違
法

性
を
徴
表
す
る
か
ら
で
あ
り
、
不
作
為
に
あ
っ
て
は
構
成
要
件
該
当
性
が
違
法
性
を
推
定
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。T

h
.
R
ittler

,

L
eh
rb
u
ch d

es o
sterreich

isch
en S

tra
frech

ts,
2.
A
u
fl.,
1954,

55.

（
55
）

N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
(F
n
.
32)

2 R
n 32.;

S
tein
in
g
er
(F
n
.
2)

2 R
n 28.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 68.

（
56
）

B
G
H
S
t 16,

155.;
K
u
h
l,
(F
n
.
52),

18 R
n 128.

フ
ッ
ク
ス
は
、
保
障
人
義
務
は
規
範
的
構
成
要
件
要
素
で
あ
っ
て
、
故
意
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に

は
、
行
為
者
が
保
障
人
義
務
の
社
会
的
意
味
内
容
を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
と
論
ず
る
。
例
え
ば
、
父
親
が
、
自
分
の
三
〇
歳
に
な
る
息
子
が
川
に

流
さ
れ
て
い
る
の
に
気
づ
き
な
が
ら
、
自
分
に
は
保
障
人
義
務
が
な
い
と
考
え
る
と
き
、
保
障
人
義
務
の
素
人
的
認
識
す
ら
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
規
範
的

構
成
要
件
要
素
の
社
会
的
意
味
内
容
に
関
す
る
錯
誤
が
認
め
ら
れ
、
故
意
は
排
斥
さ
れ
る
。
行
為
者
が
社
会
的
意
味
内
容
を
少
な
く
と
も
素
人
的
に
も
認
識

し
て
い
る
と
き
、
行
為
者
が
不
処
罰
を
信
じ
て
も
、
そ
れ
は
無
視
さ
れ
る
べ
き
包
摂
の
錯
誤
に
す
ぎ
な
い
。F

u
ch
s,
(F
n
.
1),
37.
K
a
p
.
R
n 76.

参
照
、
福
田
平
『
全
訂
刑
法
総
論
』（
一
九
八
四
年
）
九
一
頁
以
下
「
保
証
者
的
地
位
は
、
…
…
違
法
類
型
と
し
て
の
構
成
要
件
に
属
し
、
記
述
さ
れ
て
い

な
い
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
保
証
者
的
地
位
か
ら
生
ず
る
帰
結
と
し
て
の
保
証
者
的
義
務
そ
の
も
の
は
、
構
成
要
件
に
属
し
な
い
。
…
…

保
証
者
的
地
位
に
つ
い
て
の
錯
誤
は
構
成
要
件
の
錯
誤
で
あ
る
が
、
保
証
者
的
義
務
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
錯
誤
は
、
違
法
性
の
錯
誤
」
で
あ
る
。
井
田
良

『
刑
法
総
論
の
理
論
構
造
』（
二
〇
〇
五
年
）
三
六
頁
以
下
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
総
論
』（
改
訂
版
）
一
九
八
六
年
・
一
四
一
頁
は
、
保
証

者
的
地
位
と
保
証
者
義
務
を
包
括
し
た
保
証
義
務
を
作
為
義
務
の
内
容
と
し
て
捉
え
、
記
述
さ
れ
な
い
規
範
的
構
成
要
件
要
素
と
見
る
。
同
旨
、
佐
久
間
修

（
注
44
）
七
三
頁
。
木
村
亀
二
『
刑
法
総
論
』（
増
補
版
・
阿
部
純
二
増
補
）
一
九
七
八
年
・
一
九
六
頁
は
、
作
為
義
務
に
関
す
る
錯
誤
は
構
成
要
件
的
錯
誤

で
あ
っ
て
、
禁
止
の
錯
誤
（
法
律
の
錯
誤
）
で
は
な
い
す
る
。
西
原
春
夫
『
刑
法
総
論
』
一
九
八
七
年
・
二
六
七
頁
は
、
作
為
義
務
に
関
す
る
錯
誤
は
違
法

性
の
錯
誤
で
あ
る
と
論
ず
る
。

（
57
）

N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
(F
n
.
32)

2 R
n 3.;

T
riffterer

,
(F
n
.
8),
14.
K
a
p
.
R
n 26.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 70.

（
58
）

T
riffterer

,
(F
n
.
8),
14.
K
a
p
.
R
n 26.;

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.
6),
Z 30 R

n 11.;
S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 36.;

H
ilf
,
(F
n
.
1.),

2 R
n

 
70,
78.

團
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
』（
第
三
版
）
一
九
九
〇
年
・
一
五
〇
頁
。

（
59
）

D
.
K
ien
a
p
fel,
D
ie G
a
ra
n
ten
p
flich

ten
(
2 S
tG
B
):
S
y
stem

,
V
o
ra
u
ssetzu

n
g
en u
n
d G
ren
zen
,
JB 1975,

H
eft 1 /2,

13 ff.,
15 f.;

H
ilf
,

(F
n
.
1),

2 R
n 70.

（
60
）

T
riffterer

,
(F
n
.
8),
14.
K
a
p
.
R
n 26.;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 30.,

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 71.

（
61
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 34.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 72.
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こ
れ
に
対
し
て
、
大
塚
（
注
56
）
一
四
三
頁
、
前
田
（
注
44
）
一
三
七
頁
は
、
作
為
義
務
の
法
的
根
拠
と
し
て
、
法
令
、
契
約
・
事
務
管
理
と
並
ん
で
慣

習
、
条
理
（
特
に
先
行
行
為
）
を
挙
げ
る
。
大
判
大
正
一
三
年
三
月
一
四
日
刑
集
三
巻
二
八
五
頁
「
死
体
遺
棄
罪
ハ
…
…
死
体
ヲ
其
ノ
現
在
セ
ル
場
所
ヨ
リ

他
ニ
移
シ
テ
之
ヲ
放
棄
ス
ル
場
合
ハ
勿
論
法
令
又
ハ
慣
習
ニ
依
リ
葬
祭
ヲ
為
ス
ヘ
キ
責
務
ア
ル
者
若
ハ
死
体
ヲ
監
護
ス
ヘ
キ
責
務
ア
ル
者
カ
擅
ニ
死
体
ヲ
放

置
シ
其
ノ
所
在
ノ
場
所
ヨ
リ
離
去
ス
ル
カ
如
キ
モ
亦
死
体
遺
棄
罪
ヲ
構
成
ス
ル
…
…
被
告
ハ
甲
ト
親
族
法
上
身
分
関
係
ナ
キ
ハ
勿
論
雇
傭
其
ノ
他
何
等
監
護

ノ
責
務
関
係
ア
ル
者
ニ
非
ス
シ
テ
偶
偶
被
告
所
有
ノ
炭
焼
窯
ニ
於
テ
木
炭
製
造
中
右
甲
カ
誤
テ
其
ノ
燃
焼
セ
ル
窯
中
ニ
陥
リ
テ
焼
死
ヲ
遂
ケ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知

テ
之
ヲ
搬
出
セ
ス
同
人
ノ
陥
没
セ
シ
穴
ヲ
塞
キ
依
然
其
ノ
燃
焼
作
用
ヲ
継
続
セ
シ
メ
タ
ル
ニ
過
キ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
被
告
ハ
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
焼
死
セ
ル
前

記
甲
ノ
死
体
ヲ
埋
葬
シ
若
ハ
監
護
ス
ヘ
キ
法
令
又
ハ
慣
習
上
ノ
責
務
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヲ
得
サ
ル
ニ
依
リ
其
ノ
死
体
ヲ
窯
中
ニ
放
置
シ
其
ノ
焼
ク
ル
ニ

委
セ
シ
如
キ
ハ
道
義
上
ヨ
リ
論
ス
レ
ハ
固
ヨ
リ
非
議
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
雖
法
律
上
該
死
体
を
窯
中
ヨ
リ
搬
出
シ
葬
祭
ヲ
行
フ
ニ
適
ス
ヘ
キ
状
態
ニ
置
ク
ヘ

キ
責
務
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
本
件
被
告
ノ
所
為
ハ
死
体
遺
棄
罪
ヲ
構
成
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
論
断
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
」。東
京
高

判
昭
和
四
五
年
五
月
一
一
日
高
集
二
三
巻
二
号
三
八
六
頁
「
刑
法
第
二
一
八
条
第
一
項
の
保
護
責
任
の
根
拠
は
、
法
令
、
契
約
、
慣
習
、
条
理
な
ど
の
い
ず

れ
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
…
…
自
動
車
運
転
者
が
歩
行
者
を
誘
っ
て
助
手
席
に
同
乗
せ
し
め
て
走
行
中
、
し
き
り
に
下
車
を
求
め
ら
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
走
行
を
継
続
し
た
た
め
、
同
乗
者
が
路
上
に
飛
び
降
り
重
傷
を
負
っ
た
場
合
に
、
そ
の
救
護
を
要
す
る
事
態
を
確
認
し
た
運
転
者
と
し
て
は
、

い
わ
ゆ
る
自
己
の
先
行
行
為
に
基
づ
き
、
刑
法
第
二
一
八
条
第
一
項
の
保
護
責
任
を
有
す
る
」。

（
62
）

N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
(F
n
.
32),

2 R
n 6.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 74.;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 31.

オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
二
条
は
、「『
法
秩
序

に
よ
っ
て
』
特
に
自
己
の
課
せ
ら
れ
て
い
る
義
務
に
従
い
結
果
を
回
避
す
べ
き
事
情
に
あ
り
」
と
規
定
し
、
こ
の
こ
と
に
明
文
で
配
慮
し
て
い
る
。

（
63
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 32.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 74.

（
64
）

U
.
M
ed
ig
o
v
ic
,
U
n
terla

ssu
n
g d
er A

n
zeig
e n
a
ch

84 S
tP
O
-
A
m
tsm
iß
b
ra
u
ch
?
JB
l 1992,

423 ff.,
424.

（
65
）

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.
6),
Z 30 R

n 11.;
F
u
ch
s,
(F
n
.
1),
37.
K
a
p
.
R
n 42.

（
66
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 35.

（
67
）

A
rm
in
 
K
a
u
fm
a
n
n
,
(F
n
.
26),
S
.
283 ff.;

K
u
h
l,
(F
n
.
52),

18 R
n 47 ff.

参
照
、
上
山
敏
雄
「
保
障
人
義
務
の
理
論
的
根
拠
」（
森
下
忠
先
生
古

稀
祝
賀
『
変
動
期
の
刑
事
政
策
上
巻
』
一
九
九
五
年
所
収
）
一
八
九
頁
以
下
、
一
九
三
頁
以
下
が
ド
イ
ツ
の
学
説
を
俯
瞰
し
て
い
る
。

（
68
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 38.

（
69
）

Jesch
eck
/
W
eig
en
d
,
(F
n
.
16),

59 IV
.
2.;
S
tree,

(F
n
.
9),

13 R
n 7 ff.

（
70
）

K
ien
a
p
fel,
(F
n
.
59),
70.;
S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 38.
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（
71
）

T
riffterer

,
(F
n
.
8),
14.
K
a
p
.
R
n 32.;

F
u
ch
s,
(F
n
.
1),
37.
K
a
p
.
R
n 46.

（
72
）

T
riffterer

,
(F
n
.
8),
14.
K
a
p
.
R
n 32.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 79.

（
73
）

R
o
xin
,
(F
n
.
5),

32 R
n 22.;

T
h
.
W
eig
en
d
,
S
tra
fg
esetzb

u
ch
.
L
eip
zig
er K

o
m
m
en
ta
r,
12.
A
u
fl.,
2007,

13 R
n 22.

（
74
）

O
tto
,
(F
n
.
46),

9 R
n 42 ff.

v
g
l.
J.
B
ra
m
m
sen
,
D
ie E
n
tsteh

u
n
g
sv
o
ra
u
ssetzu

n
g
en d

er G
a
ra
n
ten
p
flich

ten
,
1986,

131,
169.

（
75
）

B
.
S
ch
u
n
em
a
n
n
,
G
ru
n
d u
n
d G
ren
zen d

er u
n
ech
ten U

n
terla

ssu
n
g
sd
elik
te,
1971,

231 ff.

（
76
）

B
.
S
ch
u
n
em
a
n
n
,D
ie U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik
te u
n
d d
ie stra

frech
tlich

e V
era
n
tw
o
rtlich

k
eit fu

r U
n
terla

ssu
n
g
en
,Z
S
tW
 
96
(1984),287

 
ff.
294.

（
77
）

B
.
S
ch
u
n
em
a
n
n
,D
ie F
u
n
k
tio
n d
er A

b
g
ren
zu
n
g v
o
n U
n
rech

t u
n
d S
ch
u
ld
,in
:
E
.
G
im
b
ern
a
t,
B
.
S
ch
u
b
em
a
n
n u
.
J.
W
o
lter
(H
rsg
.),

B
a
u
stein

e d
es eu

ro
p
a
isch
en S

tra
frech

ts.
C
o
im
b
ra
-S
y
m
p
o
siu
m
 
fu
r C
.
R
o
x
in
,
1995,

66 ff.,
72 ff.

（
78
）

R
o
xin
,
(F
n
.
5),

32 R
n 17 ff.

（
79
）

G
.
Ja
k
o
b
s,
S
tra
frech

t A
T
,
2.
A
u
fl.,
1991,

28.
A
b
sch
n
.
R
n 14 f.,

29.
A
b
sch
.
R
n 27 f.

（
80
）

J.
V
o
g
el,
N
o
rm
 
u
n
d P
flich

t b
ei d
en u

n
ech
ten U

n
terla

ssu
n
g
sd
elik
ten
,
1993,

353 ff,
366 ff.

（
81
）

R
o
xin
,
(F
n
.
5),

32 R
n 31.

（
82
）

K
.
S
eelm

a
n
n
,
O
p
ferin

teressen u
n
d H
a
n
d
lu
n
g
sv
era
n
tw
o
rtu
n
g in d

er G
a
ra
n
ten
p
flich

td
o
g
m
a
tik
,
G
A
 
1989,

241 ff.,
244;

d
ers.,

N
o
m
o
s-K
o
m
m
en
ta
r zu
m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2003,

13 R
n 46.

（
83
）

K
u
h
l,
(F
n
.
52),

18 R
n 42.

（
84
）

R
o
xin
,
(F
n
.
5),

32 R
n 21.

（
85
）

K
u
h
l,
(F
n
.
52),

18 R
n 42.

（
86
）

W
eig
en
d
,
(F
n
.
73),

13 R
n 24.

（
87
）

Jesch
eck
/
W
eig
en
d
,(F
n
.16),

59 IV
.2.;
S
tree,(F

n
.9),

13 R
n 8.;

S
tein
in
g
er
,(F
n
.2),

2 R
n 40.;

P
.
L
ew
isch
,C
a
seb
o
o
k S
tra
frech

t,

2007,
122.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 79.

（
88
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
1),

2 R
n 40.;

M
ed
ig
o
v
ic
,
(F
n
.
64),
424 f.;

L
ew
isch
,
(F
n
.
87),
117.

（
89
）

V
g
l.
U
.
E
b
ert,
S
tra
frech

t A
T
,
2.
A
u
fl.,
1994,

160 f.;
K
u
h
l,
(F
n
.
52),

18 R
n 43.;

B
a
u
m
a
n
n
/
W
eb
er
/
M
itsch

,
(F
n
.
4),

15 R
n 50

 
f.
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（
90
）

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 84.

（
91
）

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 84.

（
92
）

H
.
F
rister

,
S
tra
frech

t A
T
,
3.
A
u
fl.,
2008,

22.
K
a
p
.
R
n 36.

（
93
）

R
.
M
o
o
s,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu
m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl,
2005,

78 R
n 31.

ド
イ
ツ
の
刑
法
学
説
は
、
配
偶
者
の
保
護
義
務
と
い
う
の
は
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
者
を
「
外
部
か
ら
の
危
険
か
ら
保
護
す
る
」
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
、

「
自
分
自
身
か
ら
の
危
険
か
ら
保
護
す
る
」
こ
と
を
含
ん
で
い
な
い
と
し
て
、
自
殺
に
関
し
て
は
一
切
配
偶
者
の
保
護
義
務
を
否
定
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。

R
u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
46),

13 R
n 52.;

R
o
xin
,
(F
n
.
5),

32 R
n 46 f.;

W
eig
en
d
,
(F
n
.
73),

13 R
n
.
28.

し
か
し
、
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
は
殺
人
罪
の
成
立
を
肯
定
し
て
い
る
。B

G
H
S
t 2.150

﹇
夫
が
自
殺
し
か
け
て
意
識
不
明
に
陥
っ
て
い
る
の
を
見
て
放
置

し
た
妻
に
は
故
殺
罪
が
成
立
す
る
﹈。

（
94
）

N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
(F
n
.
32),

2 R
n 9.;

F
u
ch
s,
(F
n
.
1),
37.
K
a
p
.
R
n 47.

（
95
）

N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
(F
n
.
32),

2 R
n 9 u

.
R
n 18.;

T
riffterer

,
(F
n
.
8),
14.
K
a
p
.
R
n 33.;

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.
6),
Z 30 R

n 23.;
K
u
h
l,
(F
n
.

52),
18 R

n 60.;
S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 43.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 85.

（
96
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),
2 R
n 43.

（
97
）

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 85.

（
98
）

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.
6),
Z 30 R

z 23.

（
99
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 43.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 85.

（
100
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 44.

扶
養
義
務
を
肯
定
す
る
の
が
、H

ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 73,

85.

（
101
）

B
a
u
m
a
n
n
/
W
eb
er
/
M
itsch

,
(F
n
.
4),

15 R
n 54.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 86.;

N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
(F
n
.
32),

2 R
n 18.

（
102
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 46.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n
.
86.

（
103
）

V
g
l.
B
G
H
 
N
S
tZ 1984,

164.
R
o
xin
,
(F
n
.
5),

32 R
n 37.

（
104
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 46.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 86.

（
105
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 47.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 86.

（
106
）

W
essels /

B
eu
lk
e,
(F
n
.
36),

R
n 718.

こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
成
人
の
子
が
親
元
を
去
っ
た
と
き
は
親
の
保
障
人
の
地
位
を
否
定
す
る
。

R
o
xin
,
(F
n
.
5),

32 R
n 40.
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（
107
）

R
o
xin
,
(F
n
.
5),

32 R
n 34 f.;

K
u
h
l,
(F
n
.
52),

18 R
n 51.

（
108
）

F
u
ch
s,
(F
n
.
1),
37.
K
a
p
.
R
n 47.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 87.

（
109
）

K
u
h
l,
(F
n
.
52),

18 R
n 55.

ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
は
、
成
人
の
子
の
そ
の
親
に
対
す
る
保
障
人
義
務
を
「
密
接
な
生
活
共
同
体
」
か
ら
導
出
し
て
い

る
。B

G
H
S
t 19,167.

こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
、
子
が
そ
の
親
と
共
同
生
活
を
送
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
保
護
機
能
の
引
き
受
け
が
見
ら
れ
る

場
合
に
の
み
保
障
人
義
務
を
肯
定
す
る
。R

o
xin
,
(F
n
.
5),

32 R
n 43.

イ
エ
シ
ェ
ッ
ク
／
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
は
、
保
障
人
義
務
を
親
の
そ
の
子
と
の
依
存
関

係
が
あ
る
場
合
に
限
定
す
る
。Jesch

eck
/
W
eig
en
d
,
(F
n
.
16),

59 IV
 
3 a
.

（
110
）

K
u
h
l,
(F
n
.
52),

18 R
n 53.;

R
o
xin
,
(F
n
.
5),

32 R
n 44.;

R
u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
46),

13 R
n 48.

（
111
）

K
u
h
l,
(F
N
.
52),

18 R
n 60 a

.;
R
o
xin
,
(F
n
.
5),

32 R
n 44.

（
112
）

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.
6),
Z 30 R

n 10.;
S
tree,

13 R
n 18.

こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
、
父
親
は
そ
の
非
嫡
出
子
に
対
し
て
共
同
生
活

を
し
て
い
な
い
限
り
保
障
人
の
地
位
を
否
定
す
る
。

（
113
）

V
g
l.
K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.
6),
Z 30 R

n 11.V
.;
V
.
K
rey
,
D
eu
tsch
es S
tra
frech

t A
T
,
B
d
.
2,
3.
A
u
fl.,
2008,

36 R
n 339.;

K
u
h
l,(F

n
.

52),
18 R

n 84.

但
し
、
キ
ュ
ー
ル
は
、
市
民
が
警
察
の
介
入
を
要
請
す
る
場
合
に
の
み
、
警
察
官
の
保
障
人
の
地
位
を
肯
定
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
公
務

義
務
と
保
障
人
義
務
を
等
値
す
る
と
、
保
障
人
義
務
が
無
限
に
拡
大
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
公
務
を
基
礎
付
け
る
一
般
条
項
を
超
え
る
、
個

人
保
護
法
益
の
特
別
の
保
護
が
要
請
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
具
体
的
公
務
義
務
の
基
礎
に
は
、
警
察
官
と
当
該
保
護
法
益
の
担
い
手
た
る
市
民
の

間
に
人
的
関
係
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、「
要
請
」が
現
実
の
状
況
か
ら
不
可
能
の
場
合
に
は
、
例
外
的
に
、
そ
の

必
要
で
は
な
い
し
、
生
命
や
健
康
に
対
す
る
犯
罪
に
あ
っ
て
も
そ
の
必
要
は
な
い
と
論
ず
る
。K

u
h
l,
(F
n
.
52),

18 R
n 87-89.

し
か
し
、
こ
の
主
張
は

適
切
で
な
い
。
市
民
が
警
察
の
介
入
を
要
請
す
る
と
い
う
こ
と
が
国
の
保
護
機
能
の
発
生
根
拠
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
具
体
化
さ
せ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な

い
か
ら
で
あ
る
。R
o
xin
,
(F
n
.
5),

32 R
n 97.

神
山
敏
雄
「
保
障
人
義
務
の
類
型
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
第
四
四
巻
第
一
号
（
一
九
九
四
年
）
一
頁
以

下
、
三
二
頁
以
下
は
「
引
き
受
け
」
説
を
展
開
し
て
い
る

ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
も
警
察
官
の
保
護
保
障
人
の
地
位
を
肯
定
し
て
い
る
。B

G
H
S
t 38,

388

﹇
犯
罪
を
防
止
す
る
警
察
官
の
公
法
上
の
義
務
は
、
各
構

成
要
件
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
法
益
を
こ
れ
に
迫
り
来
る
危
険
か
ら
守
る
こ
と
に
仕
え
る
。公
衆
の
た
め
に
規
範
違
反
状
態
を
防
止
し
た
り
除
去
す
る
こ
と
、

及
び
、
個
人
の
た
め
に
個
人
法
益
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
と
い
う
こ
の
二
つ
の
保
護
目
的
は
分
か
ち
が
た
く
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

個
々
の
市
民
を
犯
罪
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
任
務
は
他
の
内
容
を
有
す
る
職
業
義
務
の
反
射
・
副
次
効
果
で
は
な
く
、
警
察
官
の
職
業
義
務
の
本
質
的
構
成

要
素
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
市
民
が
国
に
対
す
る
公
法
上
の
権
利
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
は
、
警
察
に
そ
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の
法
益
保
護
の
た
め
に
介
入
し
て
も
ら
う
請
求
権
を
有
す
る
﹈。

（
114
）

V
g
l.
B
G
H
S
t 38,

391 f.

﹇
勤
務
時
間
外
に
訪
れ
た
居
酒
屋
で
そ
こ
で
売
春
経
営
の
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
知
し
た
警
察
官
が
介
入
し
な
く
て
も
、
刑

法
第
一
八
〇
条
ａ
（
売
春
奨
励
罪
）
の
不
作
為
に
よ
る
幇
助
罪
は
成
立
し
な
い
﹈。W
eig
en
d
,(F
n
.73),

13 R
n 31.v

g
l.P
a
v
lik
,D
er P
o
lizeib

ea
m
te

 
a
ls G
a
ra
n
t zu
r V
erh
in
d
eru
n
g v
o
n S
tra
fta
ten
,
Z
S
tW
 
111
(1999),

335,
353 f.

ド
イ
ツ
刑
法
学
で
は
、
警
察
の
保
障
人
の
地
位
を
否
定
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
否
定
説
は
、
市
民
に
は
自
己
保
護
の
包
括
的
権
能
（
正
当
防
衛
、

緊
急
避
難
、
自
力
救
済
）が
あ
り
、
国
と
市
民
の
間
に
は
依
存
関
係
が
無
く
、
自
ら
自
己
保
護
の
責
務
を
負
う
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

市
民
を
保
護
す
る
警
察
の
責
務
は
特
殊
の
責
務
で
は
な
く
、
市
民
も
刑
法
第
一
三
八
条
、
第
三
二
三
条
ｃ
に
よ
っ
て
相
互
に
負
う
緊
急
の
場
合
の
一
般
的
救

助
義
務
で
あ
り
。
警
察
官
に
は
公
的
安
全
と
秩
序
を
保
護
す
る
義
務
が
あ
り
、
市
民
を
保
護
す
る
義
務
は
せ
い
ぜ
い
職
業
義
務
の
反
射
効
果
副
次
効
果
に
過

ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。D

.
H
erzb
erg
,D
ie U
n
terla

ssu
n
g im
 
S
tra
frech

t u
n
d d
a
s G
a
ra
n
ten
p
rin
zip
,1972,356.;

R
u
d
o
lp
h
i,(F
n
.46),

13 R
n

 
54 c.;

B
.
S
ch
u
n
em
a
n
n
,
D
ie d
eu
tsch
sp
r a
ch
ig
e S
tra
frech

tsw
issen

sch
a
ft n
a
ch d

er S
tra
frech

tsrefo
rm
 
im
 
S
p
ieg
el d
es L

eip
zig
er

 
K
o
m
m
en
ta
rs u
n
d d
es W

ien
er K

o
m
m
en
ta
rs,
G
A
 
1985,

341 ff.,
379 f.

し
か
し
、
こ
の
見
解
は
妥
当
で
な
い
。
た
し
か
に
、
市
民
に
は
自
己
保
護
の
様
々
な
手
段
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
市
民
は
そ
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め

に
国
の
保
護
に
頼
っ
て
い
る
し
、
ま
た
そ
れ
を
信
頼
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
国
と
警
察
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
社
会
は
ア
ナ
ー
キ
ー
の
状
態
に
陥
り
、
市
民
の

安
全
も
も
は
や
ま
っ
た
く
保
障
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。R

o
xin
,
32 R

n 93.

「
外
的
、
内
的
安
全
の
確
保
が
国
の
主
要
目
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

啓
蒙
さ
れ
た
人
は
市
民
の
地
位
に
就
く
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
生
来
の
自
由
を
緊
急
行
為
権
の
行
使
に
限
定
し
、
法
律
に
服
す
る
の
で
あ
る
」。Ja

k
o
b
s,(F

n
.

79),
29.
A
b
sch
n
.
R
n 77 d

.

（
115
）

R
o
xin
,
(F
n
.
5),

32 R
n 98.

（
116
）

Ja
k
o
b
s,
(F
n
.
79),
A
b
sch
n
.
29 R

n 77 d
.

（
117
）

F
rister

,
(F
n
.
92),
22.
K
a
p R
n 39.

（
118
）

M
o
o
s,
(F
n
.
93),

78 R
n 33.

（
119
）

大
判
大
正
四
年
二
月
一
〇
日
刑
録
二
一
輯
九
〇
頁
﹇
契
約
に
よ
っ
て
六
ヶ
月
未
満
の
幼
児
の
養
育
の
義
務
を
負
う
者
が
、
故
ら
に
殺
害
の
意
思
を
も
っ
て

生
存
に
必
要
な
食
物
を
与
え
ず
死
亡
さ
せ
た
と
き
は
、
殺
人
罪
が
成
立
す
る
﹈。

（
120
）

大
判
大
正
一
五
年
九
月
二
八
日
刑
集
五
巻
三
八
七
頁
﹇
病
者
を
引
き
取
り
自
宅
に
同
居
せ
し
め
た
者
は
、
民
法
事
務
管
理
の
法
理
に
照
ら
し
、
病
者
が
そ

の
保
護
を
受
け
る
要
な
き
に
い
た
り
、
又
は
、
そ
の
保
護
を
為
す
者
あ
る
に
至
る
ま
で
、
法
律
上
継
続
し
て
保
護
す
べ
き
義
務
を
負
い
、
こ
の
義
務
を
果
た
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さ
な
い
と
き
、
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
が
成
立
す
る
﹈。

（
121
）

Jesch
eck
/
W
eig
en
d
,
(F
n
.
16),

59 IV
.
3 c.;

R
u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
46),

13 R
n 59.;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 95.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n

 
90.

（
122
）

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 90.;

R
u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
46),

13 R
n 59.

（
123
）

N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
(F
n
.
32),

2 R
n 11.;

T
riffterer

,
(F
n
.
8),
14.
K
a
p R
n 41.;

H
ilf
,
(F
n
.
1)

2 R
n 90.

反
対
、R

u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
46),

13 R
n

 
59.

（
124
）

N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
(F
n
.
32),

2 R
z 12.;

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
el,
(F
n
.
6),
Z 30 R

n 23.;
H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 90.

（
125
）

K
ien
a
p
fel,
(F
n
.
59),
20f.;

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.
6),
Z 30 R

n 14.;
S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 96.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 91.

こ
の
点

に
つ
き
、
ト
リ
フ
テ
ラ
ー
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
一
三
条
は
、「
そ
の
者
が
結
果
の
発
生
し
な
い
こ
と
に
つ
き
法
的
に
義
務
を
負
う
場
合
」と
規
定
し
て
い
る
が
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
二
条
は
「
法
秩
序
に
よ
っ
て
特
に
自
己
に
課
さ
れ
て
い
る
義
務
」
と
規
定
し
て
い
る
た
め
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
に
お
い
て
は
、「
特

別
の
義
務
」
が
第
二
条
か
ら
導
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
同
条
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
第
二
条
の
適
用
が
あ
る
の

は
、
既
に
法
的
（
刑
法
又
は
刑
法
以
外
の
）
義
務
が
存
在
す
る
場
合
に
限
定
さ
れ
、
信
頼
関
係
を
事
実
上
引
き
受
け
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
法
的
保
護
義

務
を
基
礎
付
け
な
い
と
の
根
本
的
批
判
を
加
え
て
い
る
。T

riffeter
,
(F
n
.
8),
14 K

a
p R
n 38.

（
126
）

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 91.

（
127
）

N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
(F
n
.
32),

2 R
n 10.;

T
riffterer

,
(F
n
.
8),
14.
K
a
p R
n 39.;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
2),

2 R
n 102.;

L
ew
isch
,
(F
n
.
87),

122.;

W
eig
en
d
,
(F
n
.
73),

13 R
n 35.

（
128
）

K
ien
a
p
fel,
(F
n
.
59),
21.;
F
u
ch
s,
(F
n
.
1),
37.
K
a
p R
n 51.;

D
o
n
a
tsch
/
T
a
g
,
(F
n
.
35),
305.

（
129
）

T
riffterer

,(F
n
.8),14.K

a
p R
n 39.

「
事
実
上
の
」
引
き
受
け
必
要
説
も
、
そ
の
例
外
と
し
て
、
子
守
を
引
き
受
け
た
者
に
は
、
実
際
に
ま
だ
子
守
に

つ
い
て
い
な
く
と
も
、
依
頼
者
が
子
守
の
来
る
こ
と
を
信
頼
し
て
外
出
す
る
と
き
、
そ
の
時
点
で
保
障
人
の
地
位
が
生
ず
る
と
し
て
い
る
。Fu

ch
s,(F

n
.59),

37.
K
a
p R
n 52.;

K
u
h
l,
(F
n
.
52),

18 R
n 70.

こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
例
外
を
認
め
る
こ
と
は
「
引
き
受
け
原
則
」
の
放

棄
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
例
で
は
、
依
頼
者
に
刑
事
責
任
を
問
う
べ
き
で
あ
る
と
論
ず
る
。R

o
xin
,
(F
n
.
5),

32 R
n 66.

病
人
か
ら
の
電
話

で
治
療
を
引
き
受
け
た
医
師
も
、
両
者
の
信
頼
関
係
が
成
立
し
た
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
時
点
で
保
障
人
の
地
位
に
立
つ
の
で
あ
り
、
事
実
上
の
引
き
受

け
を
要
し
な
い
と
の
説
も
あ
る
。K

u
h
l,(F

n
.52),

18 R
n 70.

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
治
療
行
為
の
特
殊
性
か
ら
、
治
療
を
引
き
受
け
た
医
師
は
常

時
患
者
の
側
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、「
事
実
上
の
引
き
受
け
」
は
患
者
の
地
位
が
生
じ
た
時
点
に
認
め
ら
れ
、「
事
実
上
の
引
き
受
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け
」
の
例
外
で
は
な
い
と
の
説
も
あ
る
。R

o
xin
,
(F
n
.
5),

32 R
n 70.

（
130
）

T
riffterer

,
(F
n
.
8),
14.
K
a
p R
n 39,

42.

な
お
、
水
泳
客
の
契
約
当
事
者
は
当
該
水
泳
場
の
経
営
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
意
味
を
有
し
な

い
。
水
泳
場
の
監
視
人
は
そ
の
経
営
者
の
契
約
履
行
補
助
者
で
あ
り
、
水
泳
客
は
当
該
経
営
者
の
保
護
領
域
内
に
い
る
か
ら
で
あ
る
。L

ew
isch
,
(F
n
.
73),

121.

（
131
）
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